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○
文
部
科
学
省
令
第
十
五
号 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の

規
定
に
基
づ
き
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
理
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日 

文
部
科
学
大
臣 

阿
部 

俊
子 

 
 

 
 

 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
理
に
関
す
る
省
令 

 

（
学
校
施
設
の
確
保
に
関
す
る
政
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

学
校
施
設
の
確
保
に
関
す
る
政
令
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
文
部
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

別
記
第
一
号
様
式
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

別
記
第
二
号
様
式
中
「
左
に
」
を
「
次
に
」
に
、
「
六
箇
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
千
円
」
を
「
六
月
以
下
の
拘
禁

刑
又
は
二
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 
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第
二
条 

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
退
職
年
金
の
決
定
の
請
求
） 

第
二
十
四
条 

退
職
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す

る
組
合
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
（
以
下
「
決
定
」

と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用

す
る
組
合
法
第
七
十
九
条
の
三
又
は
第
七
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る

一
時
金
に
つ
い
て
、
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
事
業
団
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一
～
六 

[

略]
 

 

七 

請
求
者
が
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
又
は
公
務
員
の

場
合
に
お
け
る
懲
戒
の
事
由
に
相
当
す
る
事
由
に
よ
り
解
雇
さ
れ
た

と
き
は
、
そ
の
旨 

 

八
～
十 

[

略]
 

２
・
３ 

[

略]
 

 

（
退
職
年
金
の
決
定
の
請
求
） 

第
二
十
四
条 

退
職
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す

る
組
合
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
（
以
下
「
決
定
」

と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用

す
る
組
合
法
第
七
十
九
条
の
三
又
は
第
七
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る

一
時
金
に
つ
い
て
、
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
事
業
団
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一
～
六 

[

同
上]

 

 

七 

請
求
者
が
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
又
は
公
務
員
の
場

合
に
お
け
る
懲
戒
の
事
由
に
相
当
す
る
事
由
に
よ
り
解
雇
さ
れ
た
と

き
は
、
そ
の
旨 

 

八
～
十 

[

同
上]

 
２
・
３ 

[

同
上]

 

（
職
務
障
害
年
金
の
決
定
の
請
求
） 

第

二

十

七

条 

職

務

障

害

年

金

に

つ

い

て

、

決

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

請

求

書

を

事

業

団

に

提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
務
障
害
年
金
の
決
定
の
請
求
） 

第

二

十

七
条 

職
務

障
害

年

金

に
つ

い

て
、

決
定

を

受

け
よ

う

と
す

る

者

は

、

次
に

掲

げ
る
事

項

を

記

載
し

た

請
求
書

を

事

業

団
に

提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一
～
八 

[

略]
 

 
九 

加
入
者
が
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
又
は
公
務

員
の
場
合
に
お
け
る
懲
戒
の
事
由
に
相
当
す
る
事
由
に
よ
り
解

雇
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨 

 

十
・
十
一 

[

略]
 

２
～
４ 

[
略]

 

 

一
～
八 

[

同
上]
 

 

九 

加
入
者
が
禁

錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
又
は
公
務

員

の

場

合

に

お

け
る

懲
戒

の

事

由

に

相

当
す

る
事

由

に

よ

り

解

雇
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨 

 

十
・
十
一 

[

同
上]

 

２
～
４ 

[

同
上]

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 

（
銃
砲
刀
剣
類
登
録
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

銃
砲
刀
剣
類
登
録
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

第
三
号
様
式
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

（
技
術
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

技
術
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
総
理
府
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
五
か
ら
別
記
様
式
第
六
の
二
ま
で
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

（
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
施
行
規
則
の
一

部
改
正
） 

第
五
条 

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
施
行
規
則

（
昭
和
六
十
二
年
文
部
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

禁
錮
こ

 
拘

禁
刑
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る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
場
合
） 

（
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
場
合
） 

第

一

条 
公

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

の

基

準

を

定

め

る

政

令

（

以

下

「

令

」

と

い

う

。

）

第

四

条

た

だ

し

書

の

文

部

科

学

省

令

で

定

め

る

場

合

は

、

拘

禁

刑

若

し

く

は

拘

留

の

刑

の

執

行

の

た

め

若

し

く

は

死

刑

の

言

渡

し

を

受

け

て

刑

事

施

設

に

拘

置

さ

れ

て

い

る

場

合

、

労

役

場

留

置

の

言

渡

し

を

受

け

て

労

役

場

に

留

置

さ

れ

て

い

る

場

合

又

は

法

廷

等

の

秩

序

維

持

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

二

百

八

十

六

号

）

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

監

置

の

裁

判

の

執

行

の

た

め

監

置

場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合
と
す
る
。 

第

一

条 

公

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

の

基

準

を

定

め

る

政

令

（

昭

和

三

十

二

年

政

令

第

二

百

八

十

三

号

。

以

下

「

令

」

と

い

う

。

）

第

四

条

た

だ

し

書

の

文

部

科

学

省

令

で

定

め

る

場

合

は

、

懲

役

、

禁

錮

若

し

く

は

拘

留

の

刑

の

執

行

の

た

め

若

し

く

は

死

刑

の

言

渡

し

を

受

け

て

刑

事

施

設

に

拘

置

さ

れ

て

い

る

場

合

、

労

役

場

留

置

の

言

渡

し

を

受

け

て

労

役

場

に

留

置

さ

れ

て

い

る

場

合

又

は

法

廷

等

の

秩

序

維

持

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

二

百

八

十

六

号

）

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

監

置

の

裁

判

の

執

行

の

た

め

監

置

場

に

留

置

さ

れ

て

い
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
文
部
科
学
省
令
第
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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6 
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